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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月18日(2014.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋外に設置され、商用電源の電力の給電を受けた状態で、屋内に供給する熱媒体を燃焼
熱により加熱する熱源機と、該熱源機の運転操作を行うために屋内に設置されるリモコン
ユニットとを備える熱源装置であって、
　前記熱源機に搭載された太陽電池と、
　該太陽電池の発電電力が充電されるように該太陽電池に接続されており、前記商用電源
の電力の代用として熱源機の運転を行わせるための電力を貯蔵する蓄電器と、
　前記蓄電器の蓄電量を観測する蓄電量観測手段と、
　前記商用電源の停電時に、該蓄電量観測手段により観測された前記蓄電器の蓄電量に応
じた報知を、前記リモコンユニットに設けられた報知器を介して行なう報知制御手段とを
備えることを特徴とする熱源装置。
【請求項２】
　請求項１記載の熱源装置において、
　前記報知制御手段は、前記商用電源の停電時に、前記蓄電器の蓄電量が、該蓄電器の電
力によって熱源機の運転を行い得る蓄電量であるか否かを判断し、該判断結果が肯定的で
ある場合と否定的である場合とのうちの少なくともいずれか一方の場合にその旨を報知す
る手段を有することを特徴とする熱源装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の熱源装置において、
　前記報知制御手段は、前記商用電源の停電時における熱源機の運転開始後に、前記蓄電
器の蓄電量が、該蓄電器の電力によって熱源機の運転を行なうことが可能な限界の蓄電量
の直前の蓄電量であるか否かを判断し、該判断結果が肯定的である場合と否定的である場
合とのうちの少なくともいずれか一方の場合にその旨を報知する手段を有することを特徴
とする熱源装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の熱源装置において、
　前記商用電源の非停電時に、前記蓄電量観測手段により観測された前記蓄電器の蓄電量
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に応じて、熱源機の運転を行なうために使用する電源電力を、前記商用電源の電力と前記
蓄電器との電力とのうちの一方から他方に切替える電源電力切替手段をさらに備えている
ことを特徴とする熱源装置。
【請求項５】
　請求項４記載の熱源装置において、
　前記報知制御手段は、熱源機の運転を行うために使用する電源電力の切替えを行なう場
合に、その旨を報知する手段を有することを特徴とする熱源装置。
【請求項６】
　商用電源の電力の給電を受けた状態で、熱媒体を燃焼熱により加熱する熱源機と、該熱
源機の運転操作を行うためのリモコンユニットとを備える熱源装置であって、
　前記商用電源の電力の代用として熱源機の運転を行わせるための電力を貯蔵する蓄電器
と、
　前記蓄電器の蓄電量を観測する蓄電量観測手段と、
　前記商用電源の停電時に、該蓄電量観測手段により観測された前記蓄電器の蓄電量に応
じた報知を、前記リモコンユニットに設けられた報知器を介して行なう報知制御手段とを
備えることを特徴とする熱源装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　この第５発明によれば、商用電源の非停電時に、ユーザは報知制御手段による報知によ
って、熱源機の運転が、商用電源の電力を使用して行なわれているか、蓄電器の電力を使
用して行なわれているかを認識することができる。このため、ユーザは、熱源装置の節電
機能が作動しているか否かを認識することができる。
　また、本発明の熱源装置は、商用電源の電力の給電を受けた状態で、熱媒体を燃焼熱に
より加熱する熱源機と、該熱源機の運転操作を行うためのリモコンユニットとを備える熱
源装置であって、前記商用電源の電力の代用として熱源機の運転を行わせるための電力を
貯蔵する蓄電器と、前記蓄電器の蓄電量を観測する蓄電量観測手段と、前記商用電源の停
電時に、該蓄電量観測手段により観測された前記蓄電器の蓄電量に応じた報知を、前記リ
モコンユニットに設けられた報知器を介して行なう報知制御手段とを備えることを特徴と
する（第６発明）。
　この第６発明によれば、前記商用電源の停電時に、前記蓄電器の蓄電量に応じた報知が
、前記リモコンユニットに設けられた報知器を介して行なわれる。この報知によって、第
１発明と同様に、ユーザは、蓄電器の蓄電量がどのような状態であるか、例えば、熱源機
の運転を行い得る程度に十分な蓄電量であるか否か等を屋内において認識することができ
る。
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